
平成 27年 4月 2日 

各  位 

株式会社 三井住友銀行 

 

 

ヤンゴン支店開設について 

 

株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅）は、本日、ミャンマー中央銀行（Central 

Bank of Myanmar）より、ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市における支店開設の認可を

取得いたしました。本認可は、昨年 10月に、同国で外国銀行による支店開設が可能と

なって以降、初めての認可となります。 

 

本認可を受け、平成27年4月23日にヤンゴン支店の営業を開始する予定です。 

 

当行は、2012年に外国銀行として初めて、現地駐在員事務所を出張所に格上げして

以来、同国において情報提供および営業活動を行って参りましたが、ヤンゴン支店の

開設により、同国内で預金、貸金、為替等の銀行業務を行うことが可能となります。 

 

ティラワ経済特区をはじめ、更なる投資が見込まれる同国において、当行は、お客

さまのビジネスをより一層充実した体制でサポートしてまいるとともに、引き続き、

業務提携先である民間最大手銀行「カンボーザ銀行」との連携を通じて、同国におけ

る銀行サービスの充実に努めてまいります。 

 

（ヤンゴン支店概要） 

名称 株式会社三井住友銀行 ヤンゴン支店 

（英文）Sumitomo Mitsui Banking Corporation Yangon Branch 

所在地 Level #5, Strand Square, No.53, Strand Road, Pabedan Township, 

Yangon, Myanmar 

連絡先 電話番号：+95-1-2307380   
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